
 健康産業の健全な発展へ  
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沖縄県健康産業協議会入会提出資料 
 
 
 
 

１）入会申込書 
 
    ２）協議会加盟念書 

 
２）会社概要 

 
３）取扱商品等のチラシやパンフレット等 

 
 
 
 

 上記の必要書類を提出下さい。理事会にて理事の承認後会員となります。 
 

なお、入会申込書は FAX では、お受付けできませんので、予めご了承ください。 
 
 
 
 
 
 

沖縄県健康産業協議会 事務局 担当 西銘 
（（財）沖縄県産業振興公社 海外・ビジネス支援課内） 

那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター４階 
T E L 098-859-6238 
F A X 098-859-6233 
e-mail info@kenshoku-oki.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



沖縄県健康産業協議会加入申込書 
 
 
 
沖縄県健康産業協議会 
会 長 下地 清吉 殿 

 
 
 
 
  沖縄県健康産業協議会規約第５条の規定により、会員として加入を申し込みます。 
 
 
  
 平成  年  月  日 
 
 
 申込者名

フ リ ガ ナ

 
 
 
 事業所名 
 
 
 代表者名

フ リ ガ ナ

（役職名）                       印 
 
 〒 
 住  所 
 
 
 電話番号 
 
 
 FAX 番号 
 
 
 E-mail 
 
 

 
 ＨＰアドレス 
 
 
 
 
 
 
 



沖縄県健康産業協議会 倫理規定 
 
 
 沖縄県健康産業協議会は、会員相互の協調体制の確立、生産技術の向上及び健

康産業の健全な発展を図ること、また、健康食品や沖縄コスメのブランド確立と

いったテーマについて協議会の場で検討し、個別事業者では解決しがたい問題等

に関して対応していくことを目的に設立されました。 
 その中で、本協議会は消費者が安心して健康食品や沖縄コスメを購入できるよ

うに、健康業界の健全な発展を目標に、消費者の抱く不安・不振を解消するため

下記のとおりの倫理規定を制定する。 
 
 
１． 遵守義務 
  沖縄健康産業協議会会員（以下、「会員」という）は、食品衛生法、薬事法、

消費者保護基本法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、

製造物責任法などの関連法規、通達ならびに本協議会の規約などを遵守しなけ

ればならない。 
 
 
２． 消費者保護 
  会員は営業活動において消費者に対し、健康関連商品に関する内容、取引の

条件などについて正確な情報を提供しなければならない。 
 
 
３． 禁止事項 
  会員は営業活動において次の行為を禁止する。 

（１）消費者の不利益を招き、または招くおそれのある販売 
（２）同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動 
（３）医療行為、詐欺的行為を講ずるなどの不正な活動 
（４）その他前各号に準ずる行為 

 
 
４． 苦情処理 
  会員は消費者などの苦情に対する的確な対処基準を定め、苦情が発生した場

合は迅速に、誠意ある対応をとるものとする。 
 
 
５． 規定違反会員への対応 
  本規定に違反し、本協議会が係わる健康関連商品の信用、権威を失墜させるような

行為が発生した場合には、本協議会規約第二章第６条に基づき「協議会の名誉を著し

く傷つけた」として理事会及び部会に図り、その後の処置を決める。 

 



 
 
 

沖縄県健康産業協議会加盟念書 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
沖縄県健康産業協議会 
会 長 下地 清吉 殿 

 
 
住 所：             
 
企業名：             
 
代表者
フ リ ガ ナ

：    

印 
 
 

当社は、沖縄県健康産業協議会規約及び同協議会

倫理規定を尊重し、協議会の名誉を損なうことなく、 
沖縄県健康産業協議会会員として健全な営業活動を

行うことを遵守いたします。 
 


